
三条市消防団協力事業所の登録に関する要綱の制定について 
 
１ 制定の趣旨 
  全国の消防団員の約７割が被雇用者であることから、事業所の消防団の活動への協力を求める

ことについて、消防庁が検討した結果、協力をする事業所に対して、その公の責任を果たしてい

る証として、市町村が表示証を交付する制度を導入することを同庁が推進することとなった。本

市においてもその趣旨に賛同し、同制度を導入するため、必要な事項を定めるもの。 
２ 制定の内容 
 (1) 消防団協力事業所として登録できる事業所（第２条関係） 

消防関係法令等に違反していない事業所であって、次のいずれかに該当するものとする。 
  ア 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所 
  イ 従業員の消防団の活動について積極的に配慮している事業所 
  ウ 災害時等に当該事業所の資機材等を消防団に提供することとなっている事業所 
  エ 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所 
  オ 特に優れた消防団の活動の支援をしていると認められる事業所 
 (2) 登録の方法（第３条関係） 
   事業所又は事業所の承諾を得た消防団長、自治会長等が所定の届出書を市長に提出する。 
 (3) 表示証の交付（第５条関係） 
   登録された事業所には、それを証する表示証を交付する。 
 (4) 公表（第９条関係） 
   登録された事業所について、市長は、消防団の活動を支援する事業所として、ホームページ

等で公表する。 
 
３ 制定要綱案 別紙のとおり 
 
４ 施行期日 告示の日 
 



三条市告示第 140 号 
 
 三条市消防団協力事業所の登録に関する要綱を次のように定める。 
 
  平成 19 年 7 月 1 日 
 

三条市長 國  定  勇  人 
 

記 
 
 別紙のとおり 



   三条市消防団協力事業所の登録に関する要綱 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、地域の消防防災体制の充実及び強化の一層の推進を図るため、本市の消防団

の活動に積極的に協力している事業所を三条市消防団協力事業所（以下「協力事業所」という。）

として登録することに関し必要な事項を定めるものとする。 
 （対象者） 
第２条 協力事業所の登録の対象となる事業所は、消防関係法令等に違反していない事業所であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
 (1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所 
 (2) 従業員の消防団の活動について積極的に配慮している事業所 
 (3) 災害時等に当該事業所の資機材等を消防団に提供すること等について消防団と協定等を締結

している事業所 
 (4) 従業員による機能別消防分団（消防庁通知（平成 17 年消防消第 18 号）に基づく特定の活動

等に参加する分団をいう。）等を設置している事業所 
 (5) その他消防団の活動に協力し、地域の消防防災体制の充実及び強化に寄与していることが特

に認められる事業所 
 （登録の届出） 
第３条 協力事業所の登録をしようとする事業所は、登録届出書（様式第１号）により、市長に提

出するものとする。 
２ 消防団長、自治会長その他の消防団の活動に関係する者は、前条の規定に該当する事業所の承

諾を得て、市長に登録推薦届出書（様式第１号）を提出することができるものとする。 
 （登録の決定） 
第４条 市長は、前条第１項又は第２項に規定する届出書の提出があったときは、これを審査し、

登録の可否を決定し、届出者に通知するものとする。 
 （表示証の交付） 
第５条 市長は、登録することを決定した事業所に消防団協力事業所表示証（以下「表示証」とい

う。）を交付するものとする。この場合において、当該事業所が他の市町村に所在する場合は、当

該市町村長と協議し、本市と当該市町村の連名による表示証を交付することができるものとする。 
 （表示証の有効期間等） 
第６条 表示証の有効期間は、当該表示証の交付の日から起算して２年とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、協力事業所が、総務省消防庁消防団協力事業所表示証（以下「総務

省消防庁表示証」という。）の交付を受けた場合は、市長は、当該協力事業所の表示証の有効期間

を当該総務省消防庁表示証の有効期限までとすることができる。 
３ 市長は、表示証の有効期限が経過する前に協力事業所の現状及び表示証の継続の意思を確認し

た上で、当該協力事業所の表示証の有効期間を更新することができるものとする。 
 （登録簿） 
第７条 市長は、登録簿（様式第２号）を備え、協力事業所の登録年月日、表示証の有効期間等を

記載するものとする。 
 （表示証の返還） 



第８条 協力事業所は、事業を廃止若しくは休止をしたとき又は第２条に規定する要件を満たさな

いこととなったときは、表示証を市長に返還しなければならない。 
２ 市長は、協力事業所が偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したときは、当該

表示証を返還させることができる。 
 （協力事業所の公表） 
第９条 市長は、協力事業所について、市のホームページ等により公表するものとする。 
 （その他） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、告示の日から施行する。 
 
 



様式第１号(第３条関係) 
  年  月  日 

 
三条市消防団協力事業所登録（推薦）届出書 

 
（あて先）三条市長 

 
 
１ 届け出する事業所等及び届出人 

所 在 地  

名   称  

代 表 者  

連 絡 先 担当者          （電 話） 

 

 ＊ 消防団長、自治会長等が届け出る場合は、次の欄に職氏名等を記載してください。 

上記の事業所の承諾を得たので、届け出ます。 

 

 職                

 

氏 名                （電 話）              

 

  

 

２ 協力内容（該当する項目に○印を付けてください。） 

項目 
番号 

○印 取 組 内 容 

１  
従業員が消防団員として、相当数入団している。 
（次項に、その従業員の氏名と所属する三条市の消防団名を記載してください。）

２  従業員の消防団の活動について積極的に配慮している。 

３  災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。 

４  事業所等に機能別消防分団等を設置している。 

５  
その他消防団活動に協力し、地域の消防防災体制の充実及び強化に寄与して

いる。 

 

 



３ 三条市の消防団に所属する従業員 

従業員氏名 所属する三条市の消防団名 

  

  

  

  

  

  

  

 
４ 添付資料 

  協力内容が具体的に分かる書類 

 

 

 

 

 

三条市 

記入欄 

 

 

 

登録年月日     年  月  日 



表示証有効期限 

区分 協力事業所の名称 所在地（担当・連絡先） 総務省消防庁表

示証交付の有無 

協力事業所 

の該当要件 

（協力内容） 

主担当 

市町村 

表示連名

市町村 
備 考 

□ 新規 

□ 更新 

□ 変更 

 

〒 

 

担 当           

連絡先          

年 月 日 

（ 有  無 ） 

□１ □２ □３ 

□４ □５ 
  

 

□ 更新 

□ 変更 
 

〒 

 

担 当           

連絡先          

年 月 日 

（ 有  無 ） 

□１ □２ □３ 

□４ □５ 

   

□ 更新 

□ 変更 
 

〒 

 

担 当           

連絡先          

年 月 日 

（ 有  無 ） 

□１ □２ □３ 

□４ □５ 

   

□ 更新 

□ 変更 
 

〒 

 

担 当           

連絡先          

年 月 日 

（ 有  無 ） 

□１ □２ □３ 

□４ □５ 

   

様式第２号（第７条関係） 

三条市消防団協力事業所登録簿 

（交付番号）         （登録年月日）      年   月   日 



第５条関係 

 




